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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
保護材料からなる第１および第２ウエブを設けること、保護材料からなる第１および第２
ウエブ間に一連の中間小冊子を導入すること、保護材料からなる少なくとも第１および第
２ウエブを切断して個々の小冊子を形成することからなり、第１および第２ウエブは、各
中間小冊子の少なくとも１つの縁に隣接して互いに接着されており、各中間小冊子は少な
くとも１つの折曲げを有するシートからなり、前記切断工程中に前記折曲げを該中間小冊
子から分離するように前記中間小冊子が切断され、それによって、前記中間小冊子が少な
くとも第１及び第２のシートからなることを特徴とした、小冊子製造方法。
【請求項２】
前記中間小冊子は２つの実質的に直交する方向に少なくとも１回折り曲げられたシートか
らなる、請求項１に記載の小冊子製造方法。
【請求項３】
前記中間小冊子は保護材料からなる第１および第２ウエブのうちの少なくとも１つに接着
される、請求項１または２に記載の小冊子製造方法。
【請求項４】
保護材料からなる第１および第２ウエブは、それぞれ一連の個々のシート要素からなる、
請求項１―３のうち任意の一項に記載の小冊子製造方法。
【請求項５】
保護材料からなる第１および第２ウエブは、それぞれプラスチック材料からなる、請求項
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１－４のうち任意の一項に記載の小冊子製造方法。
【請求項６】
前記中間小冊子は保護材料からなる第１ウエブの上に順次配置され、保護材料からなる第
２ウエブは中間小冊子および第１ウエブの露出表面に取り付けられる、請求項１―５のう
ち任意の一項に記載の小冊子製造方法。
【請求項７】
前記第１ウエブは、前記中間小冊子および第２ウエブが接着する接着剤を含む、請求項６
に記載の小冊子製造方法。
【請求項８】
個々の各小冊子が単独切断状態に形成される、請求項１―７のうち任意の一項に記載の小
冊子製造方法。
【請求項９】
前記中間小冊子が前記第１および第２ウエブ間に配置される前に、中間小冊子を形成する
ように少なくとも１回シートを折り曲げることからさらになる、請求項１―８のうち任意
の一項に記載の小冊子製造方法。
【請求項１０】
前記シートが、２つの実質的直交方向に少なくとも１回折り曲げられる、請求項９に記載
の小冊子製造方法。
【請求項１１】
前記シートが少なくとも２回折り曲げられて、折り曲げられたシートの１つのパネルが残
りのパネルよりも大きい幅を有している、請求項１０に記載の小冊子製造方法。
【請求項１２】
最外パネルが最大幅を有する、請求項１１に記載の小冊子製造方法。
【請求項１３】
シートの折曲げ縁から距離をあけて終了する最内パネルを有するようにシートが折り曲げ
られる、請求項９―１２のうち任意の一項に記載の小冊子製造方法。
【請求項１４】
前記小冊子がクレジット・カードの面積にほぼ等しい面積を有するように切断される、請
求項１―１３のうち任意の一項に記載の小冊子製造方法。
【請求項１５】
請求項１―１４のうち任意の一項に記載の小冊子製造方法によって製造されたときの小冊
子。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、小冊子およびそれをつくる自動方法に関する。特に、本発明は専用ではないが
、ポケットに入れて持ち運ぶのに適した小型小冊子（クレジット・カードのサイズの小冊
子ではあるが大量の情報を与えることができる）に関する。
【０００２】
【従来の技術】
印刷紙（例えば、地図）は、主要面の面積を減らすために、便宜上常に折り畳まれている
。しかし、１枚の紙を単に折り畳むことは、摩耗および切裂き効果に対して保護されてい
ないままにし、特に縁が古くなると裂けてくる。ＥＰ０２８８４７２においては、コンサ
ーティーナ曲げを有し、かつ、シートの対角線上の両角において硬化部分を含むシートが
記載されている。硬化部分は、折畳みシートに正面カバーおよび裏面カバーを形成し、そ
れにより折畳みシートのいくらかの保護を与えている。ＥＰ０２８８４７２は、このよう
な小冊子が実際にどのように製造されるかという説明に欠けている。
【０００３】
ＵＳ３５０５１４０においては、正面および裏面透明保護シートからなり、両シートの内
面が圧力感応接着剤を支持するので、両シート間にカード状物品が間挿および固定される
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カード状物品が、記載されている。この構成では、物品が一旦保護外シート間に置かれた
ならば、物品は固定される。したがって、この構成は、物品を折り畳む機会を与えていな
い。その代わり、物品の印刷面の領域は保護シートの表面積によって制限される。ＵＳ３
５０５１４０はまた、カード状物品および保護カバー・シートが実際にいかにして製造さ
れうるかという説明に欠けている。
【０００４】
ＤＥ２１１２８８６においては、紙ラベル・シートがシリコン被覆材料のウエブによって
支持された接着剤層に接着される自動接着住所ラベルを製造するインライン方法が記載さ
れている。紙ラベル・シートの幅は、ウエブの移動方向に直角な方向において、接着剤層
の縁部分が露出されたままになるように、ウエブの幅よりも小さい。個々のラベルは紙ラ
ベル・シートから切り出され、屑紙は各切断ラベルを取り囲んでいた好ましくない接着剤
と共に取り除かれて運ばれる。紙のウエブは、個々のラベルの上面、露出接着剤、シリコ
ン材料のウエブに貼り付けられる。ウエブは、一方の縁にそって一体に固定された対向外
側保護シート間に挟まれた個々の接着ラベルを形成するように切断される。この文献は、
個々のラベルを製造する一方法を記載しているが、個々のラベルが外側保護層の寸法につ
いてサイズを限定していない。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、改良された小冊子を提供すること、およびそのその製造方法を提供することを
追求する。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明は、保護材料からなる第１および第２ウエブを設けること、保護材料からなる第１
および第２ウエブ間に一連の中間小冊子を導入すること、保護材料からなる少なくとも第
１および第２ウエブを切断して個々の小冊子を形成することからなり、各中間小冊子は少
なくとも１つの折曲げを有するシートからなり、前記切断工程中に前記折曲げを中間小冊
子から分離するように中間小冊子が切断されることを特徴とした、小冊子製造方法を提供
する。
【０００７】
別の観点においては、本発明は正面保護カバーおよび裏面保護カバーと、それらの間にあ
る少なくとも１つのシートからなる小冊子を提供する。正面保護カバーおよび裏面保護カ
バーは一方の縁にそって互いに接着され、シートが折り畳まれ、その広げられた状態にお
いてシートの表面積は正面保護カバーまたは裏面保護カバーのいずれの表面積よりも大き
くなる。
【０００８】
本発明は、上述した方法によって製造されたとき、小冊子を提供する。
本発明によれば、小冊子は、閉じたときの小冊子の表面積よりも大きい印刷用表面を与え
ることができる自動製造過程から小冊子を製造する。小冊子およびそれを製造する方法は
、ほぼクレジット・カードのサイズに意図された小冊子に特に適している。
【０００９】
小冊子の透明縁についてここでは参照される。これらは、小冊子が開かれるときの方向に
ほぼ直角に存在する小冊子の縁であり、他方、小冊子の縱縁は、小冊子が開かれるときの
（もちろん、個々の小冊子の格別な形状を受け容れるが）方向にほぼ平行に存在する。
【００１０】
【発明の実施の形態】
図１の小冊子１は、正面保護カバー２と、裏面保護カバー３と、印刷された少なくとも１
つの面においてカバー間に挟まれた折畳みシート（中間小冊子）４とからなる。正面保護
カバー２は、折畳みシート４の一部が接着される内面に接着剤層５を有する。接着剤層５
は、裏面保護カバー３を正面保護カバー２に小冊子１の背を形成する縁６にそって固定す
る。折畳みシート４の一部は、それは正面保護カバー２に接着されているが、３つの縁に
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そって正面保護カバー２の周囲に延びている。第４の縁は、正面保護カバー２および裏面
保護カバー３が互いに接着される縁である。正面保護カバー２および裏面保護カバー３が
固定される縁６と反対側にある縁７において、正面保護カバー２に接着される折畳みシー
ト４の一部は、正面保護カバー２の内面にある接着剤層５を露出する切抜き８を含む。図
１に示すように、折畳みシート４の折曲げは、正面保護カバー２の縁７から内方に配置さ
れる。このようにして、切抜き８は正面保護カバー２および裏面保護カバー３が一体に接
着される穴を画定する。
【００１１】
正面保護カバー２および裏面保護カバー３は、例えば、ポリエステル、ポリプロピレン、
またはビニールのようなプラスチック材料からなることが好ましい。正面保護カバー２お
よび裏面保護カバー３は、印刷されてもよいが、好ましくは透明である。他方、折畳みシ
ート４は、印刷または書込みに適しかつ折り曲げられる紙またはその他の材料であること
が好ましい。接着剤層５は、好ましくは透明な水性アクリルのような圧力感応接着剤であ
ることが好ましい。接着剤層５は、折畳みシート４と正面保護カバー２との間をほぼ永久
的に接着するが、接着剤層５が接触する別個の特性のために正面保護カバー２と裏面保護
カバー３とに剥離自在接着を与える。これは、正面保護カバー２および裏面保護カバー３
が切抜き８において互いに接着している箇所で、小冊子１を開いたり、続いて起こる場合
に小冊子を閉じたりするように再接着されるように、正面保護カバー２と裏面保護カバー
３とを分離できるようにする。
【００１２】
図２および図３に明らかに示すように、折畳みシート４は、互いの上に折り曲げられ（Ｚ
折り）、パネルの折曲げに直交する方向に半分だけ一緒に折り曲げられた一連のパネルか
らなる。折曲げ線は、図において破線で示されている。図１－３に示す折畳みシート４は
、５つのパネル９、１０、１１、１２、１３からなる。パネル９は最外パネルであり、折
畳みシート４が折り曲げられたとき、その他のパネルを包み込む。第１パネル９は、それ
が正面保護カバー２の全幅にわたってカバー・シートの対向縦縁間で延びるときに、残り
のパネルよりも大きい幅を小冊子の背６に平行に持つ。パネルの幅は、正面保護カバー２
の幅に関して述べられてきたが、その比較は裏面保護カバー３についても同様である。第
２パネル１０は、わずかに小さな幅を有する。それは正面保護カバー２の一方の縁から第
３のパネルが正面保護カバー２の反対側縦縁から内方の位置にあるその折曲げ線１４まで
延びている。第３パネル１１および第４パネル１２は幅がほぼ等しいが、各折曲げ線１４
、１５、１６が正面保護カバー２の反対側縦縁から内方にすべて定置されるときに、第１
パネル９および第２パネル１０よりも幅が小さい。第５パネル１３は、その他のすべての
パネルよりも幅が小さいが、第１パネル９の幅の半分かそれ以下であることが好ましい。
【００１３】
折畳みシート４のパネルは、第１パネル９が最外パネルを構成し、第５パネル１３が最内
パネルを構成するように、ジグザグに折られる。図２からわかるように、この結果、小冊
子に対してほぼ中央に第５パネル１３の自由縁がある。この構成は、シートを折り畳むさ
いに第５パネル１３の自由縁を特に摘み易くするが、第５パネル１３の自由縁が正面保護
カバー２および裏面保護カバー３の縁から距離をあけているので、折畳みシート４の突発
的曲戻しを防止する。このことは、小冊子が閉じた形体にあるとき、第５パネル１３の自
由縁が容易に引っ掛からないことを保証する。
【００１４】
第１パネル９および第２パネル１０は、接着剤線１７によって一体に固定される。小冊子
の構造の理解を助けるために、接着剤線１７は図３において交差斜線で示されている。実
際には、接着剤線１７が図面に向かって第２パネル１０の面上にあるとき、図３において
接着剤線１７を第２パネル１０は見難くしている。
【００１５】
第１パネル９と第２パネル１０との間の折曲げ線は図２または図３には示されていない。
これは、小冊子１の製造中に折曲げ線が取り去られるからである。したがって、第１パネ
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ル９は対向自由縱縁１８および１９を有し、また、第２パネル１０は自由縱縁２０とおよ
び第３パネル１１についての反対側折曲げ線１４とを有する。このようにして、小冊子１
において、折畳みシート４は接着剤線１７によって２つの部分に分離され、第１の部分は
、シートの残りのパネルからなる第２の部分に固定された第１パネル９となる。
【００１６】
前述したように、折畳みシート４は個々のシート間の折曲げ線に直角な方向に折り曲げら
れる。この横断折曲げ線２１は、正面保護カバー２および裏面保護カバー３が一体に固定
される縁領域６に平行に存在し、各パネルを２つの区分に分割する。第１パネル９の場合
には、第１パネル区分９ａは正面保護カバー２に接着された折曲げシートのその部分にな
る。第２パネル区分９ｂは小冊子の裏面保護カバー３に隣接するがそれに直接には接着さ
れる必要はない。
【００１７】
上述した小冊子については、大量の情報が折畳みシート４に印刷されうる。折畳みシート
４は、慣用の小サイズ（例えば、クレジット・カードのサイズ）に貯蔵のために折り畳ま
れる。さらに、切抜き８をかいして正面保護カバー２を裏面保護カバー３に接着すること
は、小冊子を開く必要があるまで、小冊子１が閉じた状態に維持され、また、小冊子が繰
り返して開かれ、閉じた形体に再固定されることを保証する。
【００１８】
図４は、小冊子がインラインで製造されうる図１－３を参照して上述した小冊子１の自動
製造装置を示す。すべての要素および小冊子の特徴は、単独の自動製造過程において一緒
になされる。原料は、ウエブとしてロール１０１に供給され、正面保護カバー２、接着剤
層５、剥離層１０２を形成するように用いられるプラスチック材料のウエブからなる。剥
離層１０２は、接着剤層５を被覆し、接着剤層５に対面するワックス塗布またはシリコン
付着面を有する紙またはプラスチック材料でもよい。原料は巻き解かれて、剥離層１０２
が屑材として除去される。プラスチック材料のウエブが、剥離材料が取り除かれるステー
ション１０３から中間小冊子供給ステーション１０４まで移動するとき、プラスチック材
料のウエブは接着剤を最上に乗せて露出層を支持する。
【００１９】
中間小冊子供給ステーション１０４においては、折り畳まれたシート状態の個々の中間小
冊子（折畳みシート）４は個々に露出接着剤層５に貼り付けられる。折畳みシート４は接
着剤層５に下向きに貼り付けられる。中間小冊子４は図示するようにホッパ１０６から慣
用のコンベア１０５まで運ばれ、コンベア１０５によって供給ステーション１０４まで運
ばれる。代案として、シート４を自動的に折り畳むことおよび折畳みシートを供給ステー
ション１０４まで運ぶことは、小冊子１の製造と一緒になされてもよい。
【００２０】
個々の折畳みシート４がウエブ供給ステーション１０７まで移動され、そこでプラスチッ
ク材料のウエブ（裏面保護カバー）３が接着剤層５および折畳みシート４の頂部に貼り付
けられる。このステーション１０７に供給されたプラスチック材料のウエブ３はプラスチ
ック材料のウエブ（正面保護カバー）２に類似しているが、接着剤層を有していない。プ
ラスチック材料２の下方ウエブ、接着剤層５、折畳みシート４、プラスチック材料３の上
方ウエブの組合せは、個々の小冊子がウエブから型打抜きされかつ屑１０９が除去される
型打抜きステーション１０８まで移動する。ダイカッタは慣用の回転または平ベッド・カ
ッタでもよく、コンベア上で互いから分離された個々の小冊子１を形成するように通過す
るすべての層を切断するように配置される。個々の小冊子１は、それらが包装および貯蔵
のために一緒に収集される収集ホッパ１１０まで移動する。
【００２１】
折曲げ線２３が移動方向に向かって対面した状態で、折畳みシート４が接着剤層に貼り付
けられることは、格別に便利ではあるが、必須ではない。これは、個々の小冊子を取り囲
む屑１０９が取り除かれるとき、小冊子が不注意に開かれる危険性を減少する。この適応
性において、小冊子の縱縁が移動方向にほぼ平行である。
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【００２２】
接着剤層５への小冊子の配送は、慣用の技術を使って監視され、制御される。例えば、セ
ンサ（図示せず）は、各中間小冊子４の先導縁を検出するように型打抜きステーション１
０８から上流に配置されてもよい。ダイカッタのタイミングは、センサから型打抜きステ
ーション１０８まで中間小冊子の移動時間を吸収するように調節される。代案として、接
着剤層５への中間小冊子の配送は、型打抜きステーション１０８のタイミングに関して調
節されてもよい。
【００２３】
前述したように、中間小冊子４はインライン過程の一部として製造されることは予想され
る。図５ａにおいては、中間小冊子４は折曲げ線（破線）および型打抜き線（一点鎖線）
で示され、また、図５ｂにおいては、プラスチック材料の上方ウエブおよび下方ウエブ間
に挟まれた折畳みシートが一点鎖線で記された打抜き線で示される。折畳みシート４は一
面または両面に初めから印刷され、図面に向かって折畳みシートの表面に塗布された接着
剤線１７を有する。折畳みシート４は、接着剤線１７が２つのパネル内に包囲されるよう
に、第１パネル９と第２パネル１０との間で折曲げ線９ｃのまわりに折り曲げられる。さ
らに、折曲げは、最終線２１が部分的に折畳みシート４の他のパネルに乗り上げるように
、折曲げ線１４、１５、１６のまわりになされる。最終線２１のまわりの折曲げは、折畳
みシート４が図面に向かってパネル区分９ａを持った中間小冊子を形成するようになされ
る。一旦折り畳まれると、２本の一点鎖線１９、２０が折曲げ線９ｃから中央寄りにある
１本の切断線を表すように互いに一致されなければならない。また、図５ａからわかるよ
うに、切抜き８はパネル区分９ａで既に設けられている。
【００２４】
図５ｂに向かって、パネル区分９ａの表面は、プラスチック材料２のウエブにある接着剤
層５にほぼ接触される表面である。プラスチック材料の第２ウエブが一旦定位置にありか
つプラスチック材料と折畳みシートとに挟まれた層が型打抜きステーション１０８まで運
ばれると、小冊子４は層の組合せから切断される。これは、１回の切断または一連の切断
として行われる。図５ｂにおいて、切断線は一点鎖線１０８で示されている。図５ａの一
点鎖線１８、１９、２０はプラスチック材料のウエブおよび折畳みシートを貫通する２本
の平行切断に対応する。正面保護カバー２および裏面保護カバー３を形成するプラスチッ
ク材料の層に対して、ならびに折畳みシート４に対して共同終端縁をつくる。さらなる切
断は、切抜き８に隣接してプラスチック材料の２つのウエブおよび第１パネル区分９ａの
端区分を貫通してなされる。それ以上の切断は、折畳みシート４の折畳み縁２１を超えて
プラスチック材料の２つのウエブのみを貫通して小冊子１の背６を形成する。これらのす
べての切断は、順次または同時に行われる。
【００２５】
図４および５に示す装置は剥離層が取り除かれる原料を使用しているが、非接着性プラス
チック材料が正面保護カバー２に対して用いられることは可能である。その場合に、剥離
層が取り除かれるステーション１０３は、接着剤が連続した層としてまたはその他の繰返
しパターンとしてプラスチック材料のウエブの表面に塗布される接着剤塗布ステーション
と置き換えられる。
【００２６】
小冊子１は、異なる折曲げ構造、折畳みシートの各パネルの異なる幅、非限定例が下記に
与えられるその他の追加の特徴を取り込んでもよい。
図６において、図１－３の小冊子１と類似の構造である第２小冊子２２が示され、同様な
参照番号が適切な箇所に採用されている。この第２小冊子については、折畳みシート４は
、第１小冊子における１本の折曲げ線２１に代えて、小冊子の背にほぼ平行な２つの折曲
げ線２３、２４を有する。この結果、情報が印刷されるより大きいシートになる。また、
第１パネルの第２パネル区分９ｂは、小冊子２２が完全に開いたとき、裏面保護カバー３
の縁を超えて延びる。この第２小冊子については、パネルの数は、最後のパネル（半分の
パネル）が図１－３に示すような小冊子の上縁からむしろ下方に小冊子の底縁から上方に
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延びるようになっていることは、わかるであろう。
【００２７】
図７において、パネルが２本の横断線２３、２４によって３つの区分に分割されている点
で図６に示す小冊子に類似している第３小冊子２５が示されている。この第３小冊子につ
いては、ほぼ長方形シートから折り畳まれる第１および第２小冊子のシートとは相違して
、折畳みシート４の第１パネル９がシートの残りのパネルよりは長さが短く、折曲げ線２
３の最初まで延びている。その結果、第１パネル９の第２パネル区分が省略され、第２パ
ネルの第２パネル区分１０ｂが裏面保護カバー３に直接隣接している。
【００２８】
図８に示す第４小冊子は、正面保護カバー２および裏面保護カバー３と、シートを３つの
パネル９、１０、１１に分割する小冊子の長さにほぼ平行して延びる２本の折曲げ線１４
、１５を有する折畳みシート４とからなる。各３つのパネルは、正面保護カバー２および
裏面保護カバー３の幅よりも狭い幅を有する。このようにして、正面保護カバーおよび裏
面保護カバーは、折畳みシート４の折曲げ縁を超えて延びる対向余白２７を有する。先の
図面に示された小冊子とは相違して、第２パネルが第１パネルに関して重なった配置から
折り曲げられうるように、第１パネルと第２パネルとの間の折曲げ線が与えられる。この
ようにして、先の実施例に見られる接着剤線がこの第４小冊子においては省略される。し
かし、前述したように、第１パネル区分９ａは正面保護カバー２に接着され、他方、第２
パネル区分９ｂは裏面保護カバー３に直接隣接するがそれに接着はされない。
【００２９】
第４小冊子が閉じた形体にあるとき、折畳みシート４は正面保護カバー２および裏面保護
カバー３の周囲内に存在し、折畳みシートが１つの縁においてのみ周辺まで延びている。
小冊子のその他の３辺にそって、正面保護カバー２および裏面保護カバー３の余白２７が
折畳みシートを包み込むように正面保護カバー２の接着剤層によって接着する。
【００３０】
図９に示す第５小冊子２８は、正面保護カバー２および裏面保護カバー３と、情報が与え
られている複数の個々のページ２９とからなる。そのページ２９は、綴じ金、縫い糸、ま
たは接着剤のような機械的手段を含むがそれに限定されない慣用の入手可能手段を用いて
一体に固定される。正面ページ９は、正面保護カバーに接着され、切抜き８を有する。正
面ページ９は第５小冊子２８の背から距離を置いて正面保護カバーの縁まで延び、他方、
小冊子の残りのページは、裏面保護カバーの縁部分が覆われないままになり、かつ、切抜
き８をかいして正面保護カバーに接着しうるように、正面保護カバーの同じ縁から短く留
まる。裏面ページ３０は、小冊子の背に隣接した接着剤線３１によって裏面保護カバー３
に接着される。小冊子の各ページ２９は、正面保護カバー２および裏面保護カバー３の幅
にほぼ等しい幅を有する。好ましくは、ページ２９、正面保護カバー２および裏面保護カ
バー３は、対向共同終端縁を有する。ここに記載したすべての小冊子については、正面保
護カバー２および裏面保護カバー３が、小冊子の背を画定する縁領域６にそって正面保護
カバーの内面にある接着剤層によって互いに直接に接着する。
【００３１】
図１０に示す第６小冊子３２は、小冊子が複数の個々のページ２９を有する点で、そして
、各ページの対向する縱縁が正面保護カバー２および裏面保護カバー３の縁で共同終端と
なっている点で、第５小冊子２８と類似している。しかし、この第６小冊子については、
開いた状態にある小冊子のページが閉じた形体にあるときの小冊子の長さの２倍に延びる
ように、少なくともいくつかのページが小冊子の背にほぼ平行に延びる折曲げ線３３のま
わりに折り曲げられる。単独の折曲げ線が図１０の各伸長ページについて図示されている
が、ページは余分な折曲げ線の追加によってさらに伸長してもよいことは理解されるであ
ろう。
【００３２】
上述した小冊子の実施例においては、裏面保護カバーに直接隣接したパネル区分が裏面保
護カバーに直接に固定または接着されない。もちろん、必要に応じて、接着剤はパネル区
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分を裏面保護カバーに固定するように裏面保護カバーの表面にまたはそのパネル区分に塗
布されうることは明らかであろう。さらに、多孔または切裂き線が折畳みシートに、特に
、小冊子の内部を必要に応じて除去できるように伸長ページに含まれてもよいことは予想
される。これは、小冊子が複数のクーポン、切符、または調合薬処方箋を含むように意図
されている場合に、特に有益である。
【００３３】
小冊子の製造において、完全自動化過程を保証するために、印刷情報を支持したシートが
折り畳まれ、型打抜き作業において取り除かれる１またはそれを超える折曲げ線を有する
。第５小冊子２８および第６小冊子３２の場合、各縱折曲げ縁が型打抜き作業中にパネル
から切り離される。
【００３４】
上述の例においては、小冊子はそれを下に向けて構成される。しかし、変更例においては
、中間小冊子は最終小冊子１の裏面保護カバー３を形成するプラスチック材料のウエブに
対面して置かれる。接着剤が折畳みシートの露出表面または折畳みシートの上面に貼り付
けられたプラスチック材料のウエブ表面およびプラスチック材料の下方ウエブに塗布され
る。折畳みシートまたは中間小冊子は、プラスチック材料の下方ウエブに単に置かれるか
、または接着剤によって定位置に固定されてもよい。好適製造方法においては、裏面保護
カバー３と折畳みシートとの間の接着剤が型打抜き工程中に取り除かれる。
【００３５】
さらに、上述した製造方法においては正面保護カバーおよび裏面保護カバーがプラスチッ
ク材料のウエブから形成されているが、別の方法においては、正面保護カバーおよび裏面
保護カバーの一方または両方が、一連の別個のシート要素形体になっていて、その各要素
に折畳みシートが貼り付けられる。
【００３６】
【発明の効果】
小冊子は、道路および鉄道地図、住所録、日記、カレンダ、名簿、有用情報の表、医薬お
よび栄養素情報、技術指示等を含むがそれに制限されない多くの様々な用途に適している
。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明にもとづく第１小冊子の閉じた状態にある斜視図である。
【図２】図１の小冊子の部分的に開いた状態の斜視図である。
【図３】図１の小冊子の完全に開いた状態にある平面図である。
【図４】本発明にもとづく図１－３に示す小冊子の製造装置の概略構成図である。
【図５】図５ａは折曲げ線および型打抜き線を付けられた折曲げ前のシートの平面図であ
る。図５ｂは図１－３の小冊子をつくるための型打抜き線を示す平面図である。
【図６】本発明にもとづく第２小冊子の開いた状態にある平面図である。
【図７】本発明にもとづく第３小冊子の開いた状態にある平面図である。
【図８】本発明にもとづく第４小冊子の開いた状態にある平面図である。
【図９】本発明にもとづく第５小冊子の開いた状態にある斜視図である。
【図１０】本発明にもとづく第６小冊子の開いた状態にある斜視図である。
【符号の説明】
１：小冊子
２：正面保護カバー
３：裏面保護カバー
４：折畳みシート
５：接着剤層
６：背
７：縁
８：切抜き
９－１３：パネル
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１４－１６、２１：折曲げ線
１０４：中間小冊子供給ステーション
１０７：ウエブ供給ステーション
１０８：型打抜きステーション。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５ａ】

【図５ｂ】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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